
農
業
所
得
の
計
算
は
 

収
支
計
算
に
な
り
ま
 

し
た
 

身
体
障
害
者
に
対
す
る
 

軽
自
動
車
税
の
減
免
に
 

つ
い
て
 

　
農
業
所
得
の
計
算
は
、
平
成
16

年
分
所
得
か
ら
収
支
計
算
に
よ
っ

て
所
得
を
計
算
し
て
い
ま
す
。 

　
来
年
２
月
の
申
告
時
に
お
い
て

も
、
す
べ
て
の
方
が
農
業
所
得
の

収
支
計
算
を
行
い
ま
す
。 

　
収
支
計
算
で
は
、
農
業
に
か
か

っ
た
す
べ
て
の
経
費
を
農
業
収
入

か
ら
差
し
引
き
ま
す
。
こ
の
方
法

に
よ
り
、
農
家
ご
と
の
正
確
な
所

得
が
算
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
ま
た
、
収
支
計
算
に
よ
っ
て

計
算
し
て
赤
字
に
な
っ
た
場
合
は
、

そ
の
損
失
金
額
を
、
給
与
・
年
金

な
ど
他
の
所
得
か
ら
差
引
く
（
「
損

益
通
算
」
と
い
い
ま
す
。）
こ
と

が
で
き
ま
す
。 

申
告
方
法
（
収
支
計
算
と
は
） 

　
農
業
所
得
の
計
算
方
法
は
、
収

入
金
額
か
ら
支
出
し
た
必
要
経
費

を
差
し
引
い
て
農
業
所
得
金
額
を

計
算
し
ま
す
。 

　
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
に
進
め

ま
す
。 

①
取
引
き
を
記
録
す
る 

　
出
荷
伝
票
、
通
帳
明
細
書
、
通

帳
、
資
材
注
文
書
、
領
収
書
、
請

求
書
控
、
納
品
書
控
な
ど
取
引
き

の
内
容
が
確
認
で
き
る
書
類
を
整

理
・
保
存
し
、
帳
簿
に
記
入
し
て
、

日
々
の
取
引
き
（
収
入
・
支
出
）

に
つ
い
て
、
項
目
・
金
額
等
を
記

録
し
て
お
き
ま
す
。
帳
簿
の
様
式

は
問
い
ま
せ
ん
が
、
日
々
細
か
く

収
入
・
支
出
の
記
録
を
残
し
て
お

く
こ
と
が
必
要
で
す
。 

②
集
計
表
で
集
計
す
る 

　
収
入
・
経
費
を
科
目
別
・
月
別

に
分
類
し
、集
計
し
ま
す
。な
お
、

農
業
用
建
物
、
農
機
具
、
車
両
な

ど
の
取
得
費
用
は
特
別
な
方
法
（
減

価
償
却
費
の
計
算
）で
計
算
し
ま

す
。 

③
決
算
の
修
正
を
行
う 

　
普
段
記
録
の
な
い
事
項
な
ど
を

修
正
し
た
り
、
計
上
忘
れ
な
ど
の

チ
ェ
ッ
ク
を
し
た
り
し
ま
す
。
な

お
、
農
業
の
場
合
、
自
分
の
家
で

消
費
し
た
も
の
や
、
人
に
贈
呈
し

た
も
の
も
、
時
価
で
収
入
と
し
て

算
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の

で
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。 

④
収
支
内
訳
書
を
作
成
す
る 

　
最
後
に
算
出
さ
れ
た
金
額
を
収

支
内
訳
書
に
記
入
し
、
農
業
に
つ

い
て
の
収
支
を
計
算
し
ま
す
。
確

定
申
告
書
に
は
、
こ
の
収
支
内
訳

書
の
み
を
添
付
し
ま
す
。 

　
１
年
間
の
収
入
・
支
出
を
算
出

す
る
た
め
の
根
拠
と
な
る
書
類
に

つ
い
て
は
、
自
分
で
責
任
を
持
っ

て
整
理
し
、
税
務
署
な
ど
か
ら
問

合
わ
せ
が
あ
っ
た
場
合
に
答
え
ら

れ
る
よ
う
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

書
類
は
５
年
間
保
存
し
て
く
だ
さ

い
。
帳
簿
の
作
成
、
収
支
内
訳
書

の
作
成
、
確
定
申
告
な
ど
に
つ
い

て
、
お
分
か
り
に
な
ら
な
い
点
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
お
気
軽
に
松
山

税
務
署
か
役
場
税
務
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

問
い
合
わ
せ 

役
場
税
務
課
町
民
税
係 

　
　
９
８
５
―
４
１
１
０ 

松
山
税
務
署
個
人
課
税
部
門 

　
松
山
市
若
草
町
４
―
３ 

　
　
９
４
１
―
９
１
２
１ 

     

　
減
免
の
対
象
と
な
る
軽
自
動
車

等
は
、
身
体
障
害
者
等
が
所
有
す

る
軽
自
動
車
等
（
身
体
障
害
者
で

年
齢
18
歳
未
満
の
者
又
は
精
神
障

害
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
と
生

計
を
一
に
す
る
者
が
所
有
す
る
軽

自
動
車
等
を
含
む
。）
で
、
そ
の

身
体
障
害
者
も
し
く
は
精
神
障
害

者
と
生
計
を
一
に
す
る
者
、
又
は

当
該
身
体
障
害
者
等
（
身
体
障
害

者
等
の
み
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
の

者
に
限
る
。）
を
常
時
介
護
す
る

者
が
運
転
す
る
も
の
の
う
ち
、
１

台
に
限
り
減
免
さ
れ
ま
す
。
（
障

害
内
容
及
び
等
級
に
よ
っ
て
は
、

減
免
対
象
と
な
ら
な
い
場
合
も
あ

り
ま
す
の
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。） 

　
な
お
、
今
年
度
か
ら
減
免
対
象

が
次
の
よ
う
に
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。 

（1）
肢
体
不
自
由
（
上
肢
）
　
２
級 

・
一
上
肢
を
上
腕
の
２
分
の
１
以

上
で
欠
く
も
の 

・
一
上
肢
の
機
能
を
全
廃
し
た
も
の 

（2）
肢
体
不
自
由
（
下
肢
）
　
３
級 

・
一
下
肢
を
大
腿
の
２
分
の
１
以

上
で
欠
く
も
の 

・
一
下
肢
の
機
能
を
全
廃
し
た
も
の 

　
（1）
、
（2）
は
今
回
よ
り
本
人
・
介

護
者
運
転
で
対
象
と
な
り
ま
し
た
。 

（3）
肢
体
不
自
由
（
乳
幼
児
期
以
前

の
非
進
行
性
の
脳
病
変
に
よ
る

運
動
機
能
障
害
の
上
肢
）
１
級 

（4）
肢
体
不
自
由
（
乳
幼
児
期
以
前

の
非
進
行
性
の
脳
病
変
に
よ
る

運
動
機
能
障
害
の
下
肢
）
１
級 

　
（3）
、
（4）
は
、
一
部
対
象
外
だ
っ

た
の
が
、
本
人
・
介
護
者
運
転
で

全
部
対
象
に
な
り
ま
し
た
。 

　
減
免
の
申
請
に
は
、
次
の
も
の

が
必
要
で
す
。 

①
身
体
障
害
者
手
帳
・
戦
傷
病
者

手
帳
又
は
療
育
手
帳
・
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳 

②
運
転
免
許
証 

③
軽
自
動
車
納
税
通
知
書 

④
印
鑑 

　
な
お
、
軽
自
動
車
税
の
減
免
を

受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
軽
自

動
車
税
納
税
通
知
書
が
届
い
た
日

か
ら
納
期
限
７
日
前
ま
で
（
５
月

24
日（
火
）ま
で
）
に
手
続
き
を
済

ま
せ
て
く
だ
さ
い
。 

※
期
限
を
過
ぎ
た
も
の
に
つ
い
て

は
、
受
付
け
で
き
ま
せ
ん
。
ご
注

意
く
だ
さ
い
。 

問
い
合
わ
せ 

　
役
場
税
務
課
町
民
税
係 

　
　
９
８
５
―
４
１
１
０ 

税
 

﹇
計
算
式
﹈ 

総収入金額 
＋ 

家事消費分 

所得金額 

5月の納税 
軽自動車税　全期 

口座振替日は 
銀行・信金・郵便局　5月25日（水） 
農　協　　　　　　5月27日（金） 

　※郵便局の口座振替日が27日から 
　　25日へ変更となりました。 
～税金は　みんなを守る　宝物～ 

必要経費 

－  
＝
  

15


